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利 用 者 の た め に

１ 調査の目的

本調査は、食品産業における食品廃棄物等の発生量、再生利用等の状況、再生利用に

取り組むに当たっての課題等を明らかにし 「食品循環資源の再生利用等の促進に関す、

る法律 （食品リサイクル法 （平成12年法律第116号）に基づく施策等を推進するため」 ）

の資料の作成を目的に実施した。

２ 根拠法規

本調査は、統計報告調整法（昭和27年法律第148号）第４条第１項の規定に基づく、

総務大臣の承認を受けた承認統計調査として実施した。

３ 調査の機構

本調査は、農林水産省大臣官房統計部及び地方統計組織を通じて実施した。

４ 調査の範囲及び調査対象期間

(1) 調査の範囲は、全国とした。

(2) 調査対象期間は、平成18年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）の１年間

とした。

５ 調査対象

調査対象は、総務省「事業所・企業統計調査(平成16年)」における次の業を営む事業

所とした。

事業所・企業統計業種分類 本調査の業種分類

食品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業のうち清涼飲料製造業

酒類製造業

茶・コーヒー製造業

各種商品卸売業のうち食品を取り扱う事業所

飲食料品卸売業

各種商品小売業のうち食品を取り扱う事業所

飲食料品小売業

一般飲食店

その他の生活関連サービス業のうち結婚式場

旅館・ホテル、簡易宿所

沿海海運業・内陸水運業のうち飲食の提供を営む事業所

食品製造業

食品卸売業

食品小売業

外食産業
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６ 調査事項

主な調査事項は、次に掲げるとおりとした。

・食品廃棄物等の年間発生量

・食品廃棄物等の販売(製品)段階での発生量割合（外食産業を除く）

・食品廃棄物等の減量の取組状況

・食品廃棄物等を食品循環資源として再生利用した時の仕向状況

・食品廃棄物等を食品循環資源として再生利用を推進するに当たっての課題

・食品廃棄物等の発生の抑制の取組状況

なお、調査事項の細目は、巻末「付表 調査票様式」に記載するところによる。

７ 標本数と標本の抽出方法

調査は、標本調査として実施した。

(1) 階層区分

母集団を 「８ 業種分類と従業者規模階層区分」により、業種細分類別・従業者、

数規模階層区分別に区分した。

(2) 標本数

、 、 、食品製造業の標本数を967 食品卸売業の標本数を421 食品小売業の標本数を517

外食産業の標本数を612とした。

(3) 標本配分

総務省「事業所・企業統計調査事業所の名簿(平成16年)」において調査対象に該当

した事業所について業種細分類別・従業者規模階層別の階層別に区分したリストを作

成し、階層別に階層の大きさ（事業所数）と階層の食品廃棄物等の発生量の標準偏差

（平成17年度と平成18年度の本調査結果の平均）の積に比例して配分した。農政事務

所(都道府県)別の配分は業種細分類別・従業者規模階層別に事業所数による比例配分

とした。

(4) 標本の抽出

作成したリストを用いて業種細分類別・従業者数規模別・農政事務所（都道府県）

別に無作為に行った。
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８ 業種分類と従業者規模階層区分

(1) 業種分類

業種細分類 （事業所・企業統計業種分類）

畜産食料品製造業 畜産食料品製造業

水産食料品製造業 水産食料品製造業

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品
製造業

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品
製造業

調味料製造業 調味料製造業

糖類製造業

精穀・製粉業

パン・菓子製造業 パン・菓子製造業

動植物油脂製造業 動植物油脂製造業

その他の食料品製造業 その他の食料品製造業

清涼飲料製造業

酒類製造業

茶・コーヒー製造業 茶・コーヒー製造業

野菜・果実卸売業 野菜・果実卸売業

食肉卸売業 食肉卸売業

生鮮魚介卸売業 生鮮魚介卸売業

各種商品卸売業

米穀類卸売業

その他の農畜水産物卸売業

食料・飲料卸売業 食料・飲料卸売業

百貨店、総合スーパー

その他の各種商品小売業

各種食料品小売業 各種食料品小売業

食肉小売業 食肉小売業

鮮魚小売業 鮮魚小売業

野菜・果実小売業 野菜・果実小売業

菓子・パン小売業 菓子・パン小売業

料理品小売業 料理品小売業

酒小売業

米穀類小売業

他に分類されない飲食料品小売業

一般食堂（別掲を除く）

日本料理店

西洋料理店

中華料理店

焼肉店（東洋料理のもの）

その他の食堂・レストラン

そば・うどん店

すし店

喫茶店

ハンバーガー店

お好み焼き店

他に分類されない一般飲食店

旅館・簡易宿所 旅館・ホテル・簡易宿所

結婚式場業 結婚式場業

沿海旅客海運業 沿海海運業

内陸水運業 内陸水運業

食堂レストラン

そば・うどん・すし店

その他の一般飲食店

その他の飲食料品小売業

糖類・精穀・製粉業

清涼飲料・酒類製造業

その他の農畜水産物卸売業

各種商品小売業

食
品
製
造
業

食
品
卸
売
業

食
品
小
売
業

外
食
産
業



- 4 -

(2) 従業者数規模階層区分

９ 標本数、回収標本数及び回収率

10 調査方法

調査は、調査票を調査員が配付し、郵送回収による自計申告調査とした。

11 調査時期

調査は、平成19年６月から７月の間に実施した。

12 調査結果の集計、取りまとめ方法及び実績精度

(1) 推定方法

食品廃棄物等の年間発生量、発生の抑制量、減量した量、食品循環資源の再生利用

量及び取組状況等すべての項目について次の方法により推定した。

ア 業種細分類別・従業者数規模階層別の推定

： 業種細分類 従業者数規模階層の の総計の推定値Tij i xｊ

： 業種細分類の従業者数規模階層数Mi i
： 業種細分類 従業者数規模階層の大きさNik i ｋ

業　　種 第１階層 第２階層 第３階層 第４階層

食 品製 造業 １～９人 10～29人 30～99人 100人～

食 品卸 売業 １～４人 ５～19人 20～49人 50人～

食 品小 売業 １～４人 ５～19人 20～49人 50人～

外 食 産 業 １～４人 ５～19人 20～49人 50人～

M i n ij k

k =1 l =1
x ijkl

N ik

n ik
T ij ＝ ∑ ∑

業　　種 標本数 回収標本数 回収率

計 2,517事業所 1,887事業所 75.0％

食 品 製 造 業 967事業所 796事業所 82.3％

食 品 卸 売 業 421事業所 329事業所 78.1％

食 品 小 売 業 517事業所 359事業所 69.4％

外 食 産 業 612事業所 403事業所 65.8％
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： 業種細分類 従業者数規模階層から抽出した標本数nik ｋi
： 業種細分類 従業者数規模階層から抽出した標本のうち調査の結果 業種nijk i iｋ

細分類 従業者数規模階層に属した標本の数ｊ

： 業種細分類 従業者数規模階層から抽出した標本で調査の結果 業種細分xijkl i iｋ

類 従業者数規模階層に属した 番目の標本の の調査値ｊ l x
注：１ 集計に用いた標本は調査結果を回収した調査対象である。

２ 業種細分類の変更のあった標本はなかった。

イ 業種計、食品産業計の推定

それぞれ内訳の推定値の合計とした。

(2) 実績精度

食品産業計の食品廃棄物等の年間発生量の標準誤差率は6.2％であった。

13 用語の解説

(1) 食品廃棄物等

「食品廃棄物等」とは次に掲げる物品をいう。

ア 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの（食べ残し、

製品廃棄等 。）

イ 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供

することができないもの。

(2) 食品循環資源

食品廃棄物等のうち肥料、飼料等の原材料となるような有用なものをいう。

(3) 動植物性残さ

野菜、果物、穀物類、肉類、魚類等の残さをいい、製品(商品)が売れ残り(賞味期

限切れを含む。以下同じ)、返品及び食べ残しによって廃棄されたものを含む。

具体的には、魚及び動物の皮・内臓・血液等、うらごしかす、缶詰・瓶詰不良品、

乳製品精製残さ、羽毛、しょう油・ソースかす、こうじかす、酒・ビールかす等の発

酵・醸造かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、

不良豆、果物の皮・種子、野菜くず、卵の殻、動物、魚の骨、貝殻等をいう。

(4) 廃食用油

動植物性油脂（なたね油、ラード、大豆油等）の廃油をいい、売れ残り及び返品に

よって廃棄されたものを含む。
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(5) 発生の抑制

食品廃棄物等の発生を未然に抑制することをいう。

(6) 減量

食品廃棄物等の量を脱水、乾燥、発酵、炭化の方法により減少させることをいう。

(7) 再生利用

自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料等の製品の原材料に利用するこ

と、又は利用するために譲渡することをいう。

(8) 発生の抑制割合

平成18年度において発生の抑制に新たに取り組んだ、又は取組を強化した結果、ど

の程度食品廃棄物等の年間発生量を抑制できたかを示す割合である。

発生の抑制割合(％)

平成18年度に発生を抑制した量
× １００＝

平成18年度の食品廃棄物等の年間発生量 + 平成18年度に発生を抑制した量

(9) 減量率

食品廃棄物等の年間発生量に対する減量した量の割合である。

減量した量
１００減量率(％)＝ ×

食品廃棄物等の年間発生量

(10) 再生利用率

食品廃棄物等の年間発生量に対する再生利用への仕向量の割合である。

再生利用への仕向量
１００再生利用率(％)＝ ×

食品廃棄物等の年間発生量

14 統計表の見方等

(1) 統計数値は、四捨五入の関係で計と内訳の積み上げが一致しない場合がある。

(2) 統計表中に使用した記号は次のとおりである。

「－ ：調査は行ったが事実のないもの。」

「… ：調査を行っていないもの。」

「０ ：単位に満たないもの（例：0.4ｔ→０ｔ 。」 ）
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(3) この統計の累年データは、農林水産省ホームページ中の農林水産統計情報総合デー

タベースに掲載しています 【 http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/toukei 】。

15 連絡先

農林水産省大臣官房統計部

生産流通消費統計課消費統計室食品産業動向班

電話： 03(3502)8111 内線3717

直通： 03(3591)0783


